
 
 

第２１回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議 
日 時︓令和２年３月 1３日（⾦）17:00〜 

場 所︓本庁舎 442 会議室 

 

 

 

１ 現状の報告と今後の対応 
① 保健所 

 

 

② 電話相談（健康医療相談・一般相談・融資相談） 

 

 

③ 児童・生徒対応 

 

 

④ 経済対策 

 

 

⑤ 広報 

 

 

⑥ その他 



月日 新型コロナウイルス感染
症保健所相談電話件数

2/3 19

2/4 12

2/5 11

2/6 8

2/7 10

2/8 2

2/9 0

2/10 7

2/11 0

2/12 15

2/13 3

2/14 24

2/15 4

2/16 2

2/17 40

2/18 33

2/19 33

2/20 29

2/21 30

2/22 22

2/23 3

2/24 24

2/25 61

2/26 53

2/27 58

2/28 32

2/29 25

3/1 29

3/2 144

3/3 79

3/4 72

3/5 61

3/6 75

3/7 43

3/8 40

3/9 75

3/10 60

3/11 55

3/12 50

1,343累計（3/12まで）
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月日 新型コロナウイルス感染
症一般相談電話件数

2/28 25

2/29 16

3/1 16

3/2 169

3/3 73

3/4 58

3/5 47

3/6 41

3/7 17

3/8 21

3/9 56

3/10 52

3/11 47

3/12 40

678累計（3/12まで）

25
16 16

169

73

58
47

41

17 21

56 52 47
40

0

40

80

120

160

200
新型コロナウイルス感染症一般相談電話件数

件
数



商工課

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ
融資相談 ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ その他 合計 認定数

3月1日
3月2日 2 15 1 18 1
3月3日 0 9 2 11 0
3月4日 1 13 1 15 3
3月5日 0 12 4 16 5
3月6日 2 15 1 18 5
3月7日
3月8日
3月9日 2 9 0 11 3
3月10日 2 24 2 28 8
3月11日 7 11 3 21 6
3月12日 1 12 0 13 1
合計 17 120 14 151 32

相談件数
（３月12日 17時30分現在）

新型コロナウイルス感染症 融資等相談件数



令和 2 年（2020 年）3 月 13 日 

 

 

西宮市立小学校の保護者様 

 

 

西宮市教育委員会 

 

 

教育活動の再開に向けた登校日のお知らせ 

 

 

 早春の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日ごろより本市の

教育活動に、ご理解とご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。この度、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、3 月 3 日より 25 日まで西宮市立学校は臨時休業とさせていただいております。 

ついては、教育活動再開に向け、登校日を下記の通り、実施することをご連絡させていただきます。

何卒、ご理解・ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

1 登校日について 

  （1）設定日 

3 月 26 日（木） または 3 月27 日（金） 

 

    ※登校する日や時間・持ち物については、お子様が通われる学校から 18 日（水）以降に 

連絡があります。 

 

  （2）内容 

      例  ・通知表の受け渡し 

・春休み中の生活や家庭学習について 

・新学期に向けた連絡 

 

（3）留意事項 

   ・自宅で健康状態を確認し、軽い風邪症状など、少しでも体調が悪い場合は家で休養するように 

してください。 

     ・今回の登校日は、授業日数に含めません。 

 

2 始業式について 

 4 月 7 日（火）    

※登校時間等の詳細についてはお子様が通われる学校からの連絡の通りです。 

 

（参考） 

文部科学省 

・新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等におけ 

る一斉臨時休業に関する Q&A の送付について（3 月 9 日時点） 

https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf  

 

以上 

https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf


令和 2 年（2020 年）3 月 13 日 

 

西宮市立中学校の保護者様 

 

西宮市教育委員会 

 

教育活動の再開に向けた登校日のお知らせ 

 

 早春の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日ごろより本市の

教育活動に、ご理解とご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。この度、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、3 月 3 日より 25 日まで西宮市立学校は臨時休業とさせていただいております。 

ついては、教育活動再開に向け、登校日を下記の通り、実施することをご連絡させていただきます。

何卒、ご理解・ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 
1 登校日について 

  （1）設定日 

  3 月 24 日（火） または 3 月 25 日（水） 

    ※登校する日や時間・持ち物については、お子様が通われる学校から 18 日（水）以降に 

連絡があります。 

 

（2）内 容   

例  ・通知表の受け渡し 

・春休み中の生活や家庭学習について 

・新学期に向けた連絡 

 

  （3）留意事項 

    ・自宅で健康状態を確認し、軽い風邪症状など、少しでも体調が悪い場合は家で休養するようにし

てください。 

・今回の登校日は、授業日数に含めません。 

 

2 始業式について 

  4 月 7 日（火） 

※登校時間等の詳細についてはお子様が通われる学校からの連絡の通りです。 

 

（参考） 

文部科学省 

・新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等におけ 

る一斉臨時休業に関する Q&A の送付について（3 月 9 日時点） 

https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf  

 

 

以上 

https://www.mext.go.jp/content/202000311-mxt_kouhou02-000004520_1.pdf


主催：西宮市・西宮商工会議所 

新型コロナウイルス関連 

「緊急経営相談会」(3 月 19 日(木)開催) 
 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の広がりにより影響を受けている市内事業者か

らの各種相談（経営・融資・労務）に対し、各専門機関が合同で無料相談会を行います。 

 

日時： 令和 2 年 3 月 19 日（木）10 時～17 時 ※12 時～13 時を除く 

場所： 西宮商工会議所 各会議室（西宮市櫨塚町 2-20） 

＊ 西宮商工会議所（西宮商工会館 別館 1 階）までお越しください 

対象： 市内事業者（個人事業者を含む） 

ご相談内容： 

① 融資相談（資金繰りなど） 日本政策金融公庫 担当者 

② 労務相談（雇用調整助成金など）ハローワーク西宮 担当者 

③ 経営相談全般   西宮商工会議所 担当者 

※相談枠は 1 件につき 30 分程度、複数相談も可 

申込： TEL、FAX によりお申し込みください。 

問合せ：西宮商工会議所 地域振興課 大石（TEL：0798-33-1258） 

 

※ご記入いただきました個人情報は、当相談会の運営管理の目的にのみ利用させていただきます。 

※新型コロナウイルスに伴う感染予防対策のため、咳エチケットや頻繁な手洗いなどに心がけていただくとともに、体調

に不安のある方は参加を控えて下さいますようお願いします。また、各相談担当者はマスクを着用し対応させていただ

きますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。 

新型コロナウイルス関連「緊急経営相談会(3/19)」 申込書 FAX：0798-33-3288 

事業所名  

参加者名  

所在地 
〒   － T E L 

F A X 

（    ）   － 

（    ）   － 

E-mail              ＠ 

ご希望の相談内容、時間帯に“○”をお願いします（複数相談可）。調整後、事務局より連絡させていただきます。 

（  ）① 融資相談 （  ）午前 （  ）13 時～15 時 （  ）15 時～17 時 

（  ）② 労務相談 （  ）午前 ＊午前中のみ対応可 

（  ）③ 経営相談全般 （  ）午前 （  ）13 時～15 時 （  ）15 時～17 時 

ご相談内容  

第 2 回 




